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伊 丹 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準  

を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

 伊 丹 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る  

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

 

               伊 丹 市 長  中  田   慎  也  

 

 

 

 

理  由  

 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 一 部 を 改 正 す  

る 内 閣 府 令 （ 令 和 ７ 年 内 閣 府 令 第 ９ ６ 号 ） の 施 行 に 伴 う た め 。  

 

 

 

 

 

議34



伊 丹 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準  

を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ８ 年 伊 丹 市 条  

例 第   号 ）  

伊 丹 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る  

条 例 （ 令 和 ７ 年 伊 丹 市 条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ ０ 条 の 見 出 し を 「 （ 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 の 職 員 の 一 般 的 要  

件 ） 」 に 改 め ， 同 条 中 「 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 」 を 「 乳 児 等 通 園 支  

援 事 業 所 」 に 改 め る 。  

第 １ １ 条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 １ 項 中 「 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 」 を  

「 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 」 に 改 め る 。  

第 １ ４ 条 の 見 出 し 中 「 防 止 」 を 「 禁 止 」 に 改 め ， 同 条 中 「 乳 児 等  

通 園 支 援 事 業 者 」 を 「 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 」 に 改 め る 。  

 第 １ ７ 条 第 ６ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 ⑹  利 用 定 員  

第 １ ７ 条 第 ７ 号 中 「 開 始 ， 」 を 「 開 始 及 び 」 に ， 「 及 び 」 を 「 そ  

の 他 の 」 に 改 め る 。  

 第 １ ９ 条 第 １ 項 中 「 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 」 を 「 乳 児 等 通 園 支 援  

事 業 所 」 に 改 め る 。  

 第 ２ １ 条 第 ３ 項 中 「 係 る 利 用 定 員 」 の 右 に 「 （ 子 ど も ・ 子 育 て 支  

援 法 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ６ ５ 号 ） 第 ２ ７ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ ９ 条 第 １  

項 の 確 認 に お い て 定 め る 利 用 定 員 を い う 。 ） 」 を 加 え る 。  

 第 ２ ７ 条 後 段 を 削 る 。  

 第 ２ ８ 条 中 「 及 び そ の 」 の 右 に 「 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 の 」 を 加  

え る 。  

付  則  

こ の 条 例 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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